
令和４年度　公文書開示状況（11月決定分）　生活文化スポーツ局
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非開示理由等 所管局部課等

1 R4.10.25 R4.11.7 私立中学、私立高校の教員の世代ごとの平均年収、勤務時間、または疾病情報がわかるもの 0 1
当該公文書について、実施機関において作成及び取得しておらず存在し
ないため。

生活文化ス
ポーツ局
私学部私学行
政課

2 R4.9.30 R4.11.7
私立学校教育助成金調査表（A表）「２事業活動収支計算書（令和３年度決算）」「３貸借対照表（令和3年度）」（学校法人○○ほ
か169法人）

340 1 1

【東京都情報公開条例第7条第3号】
開示により法人の収入・支出の状況や財産状況を相当程度具体的に把握
することが可能となり、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められる。

生活文化ス
ポーツ局私学
部私学行政課

3 R4.10.28 R4.11.8 令和２年度に私立学校安全対策促進事業費補助金の交付を受けた18校の名称と金額が分かる一覧。 1 1
生活文化ス
ポーツ局私学
部私学振興課

4 R4.9.14 R4.11.9

兼職承認通知書(2生総総第672号）
兼職承認通知書(2都安総総第212号）
兼職承認通知書(3オ総総第1818号）
兼職承認通知書(4生総総第478号）
兼職承認通知書(4生総総第841号）
兼職承認通知書(4生総総第1097号）

6 1

生活文化ス
ポーツ局総務
部総務課

5 R4.10.28 R4.11.9

平成30年度理科教育設備整備費等補助金　額一覧
2019年度理科教育設備整備費等補助金　額一覧
令和２年度理科教育設備整備費等補助金　額一覧
令和３年度理科教育設備整備費等補助金　額一覧
令和４年度理科教育設備整備費等補助金　額一覧

10 1
生活文化ス
ポーツ局私学
部私学振興課

6 R4.11.2 R4.11.10

平成29年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定通知書（学校法人○○）
平成30年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定通知書（学校法人○○）
令和元年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定通知書（学校法人○○）
令和２年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定通知書（学校法人○○）
令和３年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定通知書（学校法人○○）
平成29年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定園一覧
平成30年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定園一覧
令和元年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定園一覧
令和２年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定園一覧
令和３年度私立特別支援学校等経常費補助金交付決定園一覧
平成29年度私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付決定園一覧
平成30年度私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付決定園一覧
令和元年度私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付決定園一覧
令和２年度私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付決定園一覧
令和３年度私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付決定園一覧

51 1
生活文化ス
ポーツ局私学
部私学振興課

7 R4.10.28 R4.11.11
令和２年度に東京都在住外国人支援事業で助成を受けた都内在住外国人支援団体14団体の名称と金額が分かる一覧若しくは各団体へ
の支出決定の文書

14 1

生活文化ス
ポーツ局
都民生活部地
域活動推進課

8 R4.10.28 R4.11.11 健康増進型公衆浴場改築支援の補助を受けた公衆浴場４件の名称と金額が分かる一覧 1 1
生活文化ス
ポーツ局消費
生活部

9 R4.11.1 R4.11.14 提案・意見等処置カード（令和元年11月13日） 2 1 1
【東京都情報公開条例第7条第2号】
相談者氏名及び相談に関する内容は個人情報を含んでおり、特定の個人
を識別することができる情報であるため。

生活文化ス
ポーツ局文化
振興部文化事
業課

10 R4.10.31 R4.11.14
東京文化会館の貸しホールについて「東京文化会館利用選考分科会での選考を 経て、利用承認を行います」（https://www.tｰ
bunka.jp/host/hall/info02. html）とあるが、その選考における選考基準、選考方法等を示した資料。

0 1 当該報告書を作成または取得しておらず、存在しないため。

生活文化ス
ポーツ局文化
振興部文化事
業課

11 R4.10.17 R4.11.17
（１） オリンピックアクアティクスセンター（仮称）（27）新築工事の設計書

238 1

生活文化ス
ポーツ局ス
ポーツ施設部
施設整備第一
課

決定区分 （根拠規定）条例7条
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12 R4.10.17 R4.11.17 （２） オリンピックアクアティクスセンター（仮称）（27）新築工事の竣工図面 9 1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがある情報で
あるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
都の施設における施設管理又は安全管理に係る事務又は事業に係る情報
であって、公にすることにより、事業運営上の正当な利益を害するおそ
れがある情報であるため。

生活文化ス
ポーツ局ス
ポーツ施設部
施設整備第一
課

13 R4.11.10 R4.11.24
東京都児童相談センター・児童相談所、東京都女性相談センター及び東京ウィメンズプラザの職員が、２０１８年１０月１日から現
在までに、一般社団法人○○の行う○○事業を視察した際に作成または取得した一切の文書（出張復命書、日報、課内の申し送り
書、電子メールなどを含むが、それらに限られない）。

0 1 当該文書は、実施機関では現に作成及び保有しておらず、存在しない。
東京ウィメン
ズプラザ

14 R4.11.4 R4.11.25

一般社団法人○○について、２０２２年７月１日から現在までに出された情報公開請求に関する、以下の文書（ただし福祉保健局少
子社会対策部の担当するものを除く）
１ 開示請求書
２ 開示を求められた文書（すでに開示ないし不開示決定がおりたものと、まだおりていないものの、いずれをも含む）

120 1

生活文化ス
ポーツ局都民
生活部男女平
等参画課

15 R4.11.4 R4.11.25

一般社団法人○○について、２０２２年７月１日から現在までに出された情報公開請求に関する、以下の文書（ただし福祉保健局少
子社会対策部の担当するものを除く）
１ 開示請求書
２ 開示を求められた文書（すでに開示ないし不開示決定がおりたものと、まだおりていないものの、いずれをも含む）

303 1 1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められ
るため。
【東京都情報公開条例第7条第3号】
・公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が
損なわれるおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
.公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防、その他の公共の安
全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
.公にすることにより、追跡等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

生活文化ス
ポーツ局都民
生活部男女平
等参画課

16 R4.9.27 R4.11.25
東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金において
社団法人○○の提出した全ての書類とやり取りされた電子メールの全て（全年度分）

120 1

生活文化ス
ポーツ局都民
生活部男女平
等参画課

17 R4.9.27 R4.11.25
東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金において
社団法人○○の提出した全ての書類とやり取りされた電子メールの全て（全年度分）

302 1 1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められ
るため。
【東京都情報公開条例第7条第3号】
・公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が
損なわれるおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
.公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防、その他の公共の安
全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
.公にすることにより、追跡等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

生活文化ス
ポーツ局都民
生活部男女平
等参画課

18 R4.9.29 R4.11.28
2017年から現在までに東京都が出した補助金の交付決定の取り消しを支出先に通知する文書、及び取り消しの理由について書かれた
文書、また補助金を返還するよう命令する文書や返還の理由について書かれた文書、及び補助金の使途などに関して支出先を指導す
る文書。交付決定取り消し及び返還命令の一覧。

240 1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるた
め。
【東京都情報公開条例第7条第3号】
法人、設置者及び学校の特定が可能になることで、競争上の地位又は事
業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため。

生活文化ス
ポーツ局
私学部私学振
興課


